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(57)【要約】
【課題】人体の置かれている状況に影響を受けないで誤
報をなくし、自動で通報可能な自動通報装置を提供する
。
【解決手段】異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐに基づ
き、人体が「通常と異なる心身状態」であることを判定
し、血中酸素濃度Ｌｂに基づき、人体が「通常と異なる
身体状態」であることを判定する。自動発報部７５は、
人体が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる
身体状態」であると異常判定部７０が判定したとき、自
動通報または警報を発する。異常判定部７０は、人体の
心理状態を判定するだけでなく、人体の身体状態も判定
する。心理状態および身体状態の両方に基づくため、日
常生活での心理の変化による誤報がなくなる。また、過
度な運動または持病等による通報するまでもない身体状
態で誤報することがなくなる。したがって、人体が置か
れている状況に影響をうけず、誤報をなくし、自動通報
装置１１は、自動で通報可能である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を用いて、人体（１）の生体信号を検出する信号検出部（２０）と、
　前記信号検出部が検出した生体信号から前記人体の脈波および前記人体の血中酸素濃度
からなる生理情報を抽出する生理情報検出部（３０）と、
　前記生理情報検出部が抽出した生理情報を解析する解析部（４１）と、
　前記人体が通常状態にあるときに、前記解析部が生理情報を解析した通常情報を保存す
る通常情報保存部（４２）と、
　前記生理情報検出部が抽出した生理情報を前記解析部が所定の時間間隔で解析した解析
情報と前記通常情報とを比較して脈波の変動を演算する脈波変動演算部（４３）と、
　前記脈波の変動に基づき、前記人体が「通常と異なる心身状態」であることを判定し、
前記血中酸素濃度に基づき、前記人体が「通常と異なる身体状態」であることを判定する
異常判定部（７０）と、
　前記人体が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であることを前
記異常判定部が判定したとき、自動通報または警報を発する自動発報部（７５）と、
　を備える自動通報装置。
【請求項２】
　前記脈波の変動において、予め設定されている下限値を変動下限値とし、前記脈波の変
動において、予め設定されている上限値を変動上限値とし、前記血中酸素濃度において、
予め設定されている下限値を濃度下限値とすると、
　前記異常判定部は、前記脈波の変動が前記変動下限値未満または前記変動上限値を超え
、かつ、前記血中酸素濃度が前記濃度下限値以下であるとき、前記人体が「通常と異なる
心身状態」および「通常と異なる身体状態」であると判定する請求項１に記載の自動通報
装置。
【請求項３】
　前記解析部は、前記生理情報検出部が抽出した一定時間の生理情報を所定の時間間隔で
解析する請求項１または２に記載の自動通報装置。
【請求項４】
　前記人体の位置情報を取得する位置検出部（４４）をさらに備え、
　前記自動発報部は、通報または警報とともに前記位置情報を発する請求項１から３のい
ずれか一項に記載の自動通報装置。
【請求項５】
　前記人体が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であると前記異
常判定部が判定したとき、前記人体または前記人体の外部から音を検出する音検出部（４
５）と、
　前記人体が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であると前記異
常判定部が判定したとき、前記人体に向かって、音を発する発声部（４６）と、
　をさらに備える請求項１から４のいずれか一項に記載の自動通報装置。
【請求項６】
　前記人体を撮像するカメラ（４７、１４７）と、
　前記カメラが撮像した映像を表示するモニタ（４８）と、
　をさらに備える請求項１から５のいずれか一項に記載の自動通報装置。
【請求項７】
　前記カメラが撮像した前記人体の動作に基づき、前記異常判定部は、前記人体が「通常
と異なる心身状態」であると判定する請求項６に記載の自動通報装置。
【請求項８】
　前記信号検出部は、前記人体の胸部または前記人体の腕に設けられる請求項１から７の
いずれか一項に記載の自動通報装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、自動通報装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、金融機関または店において、強盗に入られる等の緊急事態に対応するために設け
られる通報装置が知られている。一般に、緊急事態に直面した被害者が警報ボタンを作動
することで、通報装置は、監視センターにその状況を通報する。この種の通報装置では、
驚きと恐怖によって被害者の心身が硬直し、被害者は、警報ボタンを作動することが困難
になることがある。または、犯罪者の監視下に置かれ、被害者は、警報ボタンを作動する
ことが困難になることがある。
【０００３】
　そこで、特許文献１では、脈波を用いて、警報ボタンを押すことなく監視センターに自
動通報する通報装置が知られている。
　また、特許文献２では、バイタルサインを用いて、自動通報する通報装置が知られてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許４９０６９６７号公報
【特許文献２】特許５８７７５２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　被害者の人体が驚きまたは恐怖を感じる心理状態は、生体信号に現れる。特許文献１で
は、生体信号から抽出した生理データを解析し、通常状態における解析データと比較する
ことで、人体が「通常と異なる心身状態」であることを判定する。この構成では、恐怖映
画を見る等の日常生活で、人体が「通常と異なる心身状態」であると判定され、誤報する
虞がある。
【０００６】
　また、人体の健康状態は、バイタルサインに現れる。特許文献２に記載のように、バイ
タルサインを用いることで、人体の身体状態を判定する。この構成では、過度な運動や持
病による頻呼吸等で、「通常と異なる身体状態」であると判定され、誤報する虞がある。
誤報が発生してしまうと、病院、消防署または警察署は必要のない労力を使い、病院、消
防署または警察署へ迷惑をかけたことから、通報することがためらわれる。
【０００７】
　本発明は、このような点に鑑みて創作されたものであり、その目的は、人体の置かれて
いる状況に影響を受けないで誤報をなくし、自動で通報可能な自動通報装置を提供するこ
とにある。
【０００８】
　本発明の自動通報装置は、信号検出部（２０）、生理情報検出部（３０）、解析部（４
１）、通常情報保存部（４２）、脈波変動演算部（４３）、異常判定部（７０）および自
動発報部（７５）を備える。
　信号検出部は、光を用いて、人体（１）の生体信号を検出する。
　生理情報検出部は、信号検出部が検出した生体信号から前記人体の脈波および前記人体
の血中酸素濃度からなる生理情報を抽出する。
【０００９】
　解析部は、生理情報検出部が抽出した生理情報を解析する。
　通常情報保存部は、人体が通常状態にあるときに、解析部が生理情報を解析した通常情
報を保存する。
　脈波変動演算部は、生理情報検出部が抽出した生理情報を解析部が所定の時間間隔で解
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析した解析情報と通常情報とを比較して脈波の変動を演算する。
　異常判定部は、脈波の変動に基づき、人体が「通常と異なる心身状態」であることを判
定し、血中酸素濃度に基づき、人体が「通常と異なる身体状態」であることを判定する。
　自動発報部は、人体が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であ
ることを異常判定部が判定したとき、自動通報または警報を発する。
【００１０】
　異常判定部は、脈波だけでなく、血中酸素濃度に基づき、人体の状態を判定する。これ
により、異常判定部は、人体の心理状態を判定するだけでなく、人体の身体状態も判定す
る。心理状態および身体状態の両方に基づくため、日常生活での心理の変化による誤報が
なくなる。また、過度な運動等または持病等による通報するまでもない身体状態で誤報す
ることがなくなる。したがって、人体が置かれている状況に影響をうけず、誤報をなくし
、自動通報装置は、自動で通報可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態による自動通報装置の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の第１実施形態による自動通報装置を用いる人体の模式図。
【図３】本発明の第１実施形態による自動通報装置の構成を示すブロック図。
【図４】本発明の第１実施形態による自動通報装置の制御を示すフローチャート。
【図５】本発明の第１実施形態による自動通報装置の事前解析を示すフローチャート。
【図６】本発明の第１実施形態による自動通報装置の監視解析を示すフローチャート。
【図７】本発明の第１実施形態による自動通報装置の女性解析を示すフローチャート。
【図８】本発明の第１実施形態による自動通報装置の女性解析を示すフローチャート。
【図９】本発明の第１実施形態による自動通報装置の男性解析を示すフローチャート。
【図１０】本発明の第１実施形態による自動通報装置の男性解析を示すフローチャート。
【図１１】本発明の第１実施形態による自動通報装置の自動発報部の処理を示すフローチ
ャート。
【図１２】本発明の第２実施形態による自動通報装置の構成を示すブロック図。
【図１３】本発明の第２実施形態による自動通報装置の画像認識部を説明するための人体
の模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態による自動通報装置を図面に基づいて説明する。
　（第１実施形態）
　図１に示すように、自動通報装置１１は、信号検出部２０および生理情報検出部３０を
備える。なお、自動通報装置１１の各処理では、コンピュータが用いられている。
　自動通報装置１１は、ＲＯＭ等の実体的なメモリ装置に予め記憶されたプログラムをＣ
ＰＵで実行することによるソフトウェア処理であってもよい。また、自動通報装置１１は
、専用の電子回路によるハードウェア処理であってもよい。
【００１３】
　図２に示すように、信号検出部２０は、人体１の手６の指２、耳３、腕４または胸部５
に設けられている。
　信号検出部２０は、光学式センサであり、光として赤色光および赤外光を用いて人体１
の脈波Ｗｐおよび人体１の血中酸素濃度Ｌｂ［％］の情報をもつ生体信号Ｓｈを検出可能
である。血中酸素濃度Ｌｂは、血中酸素飽和度であり、体内に輸送される酸素量の指標の
１つである。
【００１４】
　信号検出部２０は、赤色光および赤外光を人体１に照射する。照射された光は、人体１
の血液以外の組織層、動脈層および静脈層で吸収されながら、透過する。
　信号検出部２０は、透過した光を用いて、脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂの情報をも
つ生体信号Ｓｈを検出する。
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【００１５】
　生理情報検出部３０は、信号検出部２０が検出した生体信号Ｓｈから脈波Ｗｐおよび血
中酸素濃度Ｌｂからなる生理情報を抽出する。
　生理情報検出部３０は、ノイズフィルタ３１、増幅アンプ回路３２、脈波検出部３３、
血中酸素濃度検出部３４およびＡＤ変換回路３５を有する。
　ノイズフィルタ３１は、生体信号Ｓｈに含まれる不要なノイズを除去する。
　増幅アンプ回路３２は、ノイズフィルタ３１を経由した生体信号Ｓｈのレベルを増幅す
る。
【００１６】
　脈波検出部３３は、ローパスフィルタを用いて、生体信号Ｓｈの変化成分、すなわち、
心臓から拍出された動脈血の情報を抽出し、脈波Ｗｐを検出する。
　血中酸素濃度検出部３４は、赤色光の変化成分および赤外光の変化成分の比率を生体信
号Ｓｈから演算する。
　また、血中酸素濃度検出部３４は、赤色光の変化成分および赤外光の変化成分の比率か
ら血中酸素濃度Ｌｂを演算する。これにより、血中酸素濃度Ｌｂが検出される。
　ＡＤ変換回路３５は、検出された脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂをデジタル信号に変
換し、解析部４１に送信する。
【００１７】
　図３に示すように、自動通報装置１１は、解析部４１、通常情報保存部４２、脈波変動
演算部４３、位置検出部４４、音検出部４５、発声部４６、カメラ４７、記録部としての
レコーダ４８、異常判定部７０および自動発報部７５をさらに備える。
【００１８】
　解析部４１は、デジタル変換された脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂを所定のサンプリ
ング時間間隔で取得する。所定のサンプリング時間間隔は、例えば、５ｍｓである。
　解析部４１は、デジタル変換された脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂを一定時間蓄積し
、所定の時間間隔で、脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂを解析する。一定時間は、例えば
、１分間である。所定の時間間隔は、例えば、５秒である。なお、所定のサンプリング時
間間隔、一定時間および所定の時間間隔は、任意に設定可能である。
【００１９】
　解析部４１は、脈波Ｗｐをパワースペクトル密度解析し、数値化したデータを取得する
。なお、パワースペクトル密度解析は、フーリエ変換を用いて、信号や時系列の強度が周
波数にどのように分布しているかを求めるものである。
　一般に、呼吸平均回数は、１５～２０回／分であり、呼吸の周波数領域は０．２５～０
．３３Ｈｚである。また、心拍の平均回数は、５０～７０回／分であり、心拍の周波数領
域では０．８３～１．１７Ｈｚである。このため、パワースペクトル密度を用いた解析で
は、呼吸成分の変化範囲である０．０～０．６Ｈｚの周波数領域の変化と、心拍成分の変
化範囲である０．８～１．４Ｈｚの周波数領域の変化とを用いる。
【００２０】
　解析部４１は、ある特定の周波数に対し、ｓｉｎの係数とｃｏｓの係数とを演算する。
　また、解析部４１は、演算した２つの係数をそれぞれ２乗する。解析部４１は、その２
乗した数同士を加算し、その加算した数の平方根を演算する。演算された平方根が、その
特定の周波数に含まれる強度である。
　さらに、解析部４１は、０．０Ｈｚ、０．２Ｈｚ、０．４Ｈｚ、０．６Ｈｚ、０．８Ｈ
ｚ、１．０Ｈｚ、１．２Ｈｚ、１．４Ｈｚの各周波数の強度を演算する。
　これにより、解析部４１は、各周波数における脈波Ｗｐに基づいて演算した各強度から
なる解析情報Ｉａを演算する。観測した周波数を横軸とし、演算された強度を縦軸として
グラフで表すことができる。
　解析部４１は、通常情報保存部４２および脈波変動演算部４３に解析情報Ｉａを出力す
る。
【００２１】
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　解析部４１は、脈波Ｗｐと同様に、デジタル変換された血中酸素濃度Ｌｂを１分間蓄積
し、血中酸素濃度Ｌｂを解析する。
　解析部４１は、１分間の血中酸素濃度Ｌｂの平均値を演算して、血中酸素濃度Ｌｂを解
析する。
　解析部４１は、解析情報Ｉａと同様に、５秒間隔で、１分間の血中酸素濃度Ｌｂの時間
に対する平均値を演算する。
　解析部４１は、血中酸素濃度Ｌｂの平均値を異常判定部７０に出力する。なお、説明を
わかりやすくするため、血中酸素濃度Ｌｂの平均値を血中酸素濃度Ｌｂと適宜記載する。
【００２２】
　通常情報保存部４２は、５秒ごとにスライドした１分間の解析情報Ｉａを１２セット保
存する。１２セットは、６０秒を５秒で割り算して演算されたセット数である。
　通常情報保存部４２は、０．０Ｈｚ、０．２Ｈｚ、０．４Ｈｚ、０．６Ｈｚ、０．８Ｈ
ｚ、１．０Ｈｚ、１．２Ｈｚ、１．４Ｈｚの８つの各周波数に対して、１２個の強度の平
均値をそれぞれ演算する。
【００２３】
　通常情報保存部４２は、人体１が通常状態にあるときに、０．０Ｈｚ、０．２Ｈｚ、０
．４Ｈｚ、０．６Ｈｚ、０．８Ｈｚ、１．０Ｈｚ、１．２Ｈｚ、１．４Ｈｚの各周波数の
強度の平均値を、通常情報Ｉｎとして保存する。例えば、通常情報Ｉｎは、人体１が通常
状態にあるときと、人体１が心理状態および身体状態がともに健康であるときに、保存さ
れる。
　また、通常情報保存部４２は、０．８Ｈｚの強度の平均値と１．０Ｈｚの強度の平均値
を比較したとき、平均値が小さいほうの周波数である基準周波数を演算する。
　さらに、通常情報保存部４２は、通常情報Ｉｎに基準周波数を追加する。
　通常情報保存部４２は、脈波変動演算部４３に通常情報Ｉｎを出力する。
【００２４】
　脈波変動演算部４３は、解析情報Ｉａと通常情報Ｉｎとを比較する。
　特定の周波数において、通常情報Ｉｎが有する強度に対する解析情報Ｉａが有する強度
の比を脈波変動ΔＷｐ［％］とする。
　脈波変動演算部４３は、０．０Ｈｚ、０．２Ｈｚ、０．４Ｈｚ、０．６Ｈｚ、０．８Ｈ
ｚ、１．０Ｈｚ、１．２Ｈｚ、１．４Ｈｚの各周波数において、脈波変動ΔＷｐを演算す
る。
【００２５】
　位置検出部４４は、信号検出部２０と一体となって構成されており、複数のＧＰＳから
電波信号を受信する。
　また、位置検出部４４は、電波信号から人体１の位置を演算する。
　さらに、位置検出部４４は、地球の経度と緯度とで人体１の位置が表された情報である
位置情報Ｉｐを演算する。
【００２６】
　音検出部４５は、信号検出部２０と一体となって構成されており、人体１または人体１
の外部から音を検出する。
　音検出部４５は、平行な２枚の板を近接させたコンデンサであり、一方の板をダイヤフ
ラムに置き換えられている。振動に応じて、電極間の距離が変わり、音信号に比例した静
電容量の変化が発生する。
　音検出部４５は、静電容量の変化を電圧の変化に変換し、増幅器を経由して、検出した
音を出力可能である。検出された音は、自動発報部７５に出力され、人体１または人体１
の外部からの外部音Ｓｂを監視センター８０に伝達可能である。
　発声部４６は、音検出部４５と同様の構成であり、監視センター８０からの声または音
を含む発声音Ｓｍを人体１に向かって、発することができる。なお、監視センター８０は
、自動通報装置１１から比較的離れた場所に設けられている。
【００２７】
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　カメラ４７は、人体１を撮像可能であり、信号検出部２０と一体となって構成されてい
る。なお、カメラ４７は、人体１の外部に設けられていてもよい。
　また、カメラ４７は、常に、人体１を撮像している。
　カメラ４７は、広角レンズを有する撮像光学系を備えるとともに、ＣＣＤ型やＣＭＯＳ
型の撮像素子を有し、撮像を１秒間に数コマ以上のコマ数の動画として出力可能である。
ここで、ＣＣＤは、Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅの略で、電荷結合素子
を用いたセンサのことである。ＣＭＯＳは、Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ＭＯＳＦＥＴ
の略で、金属酸化物半導体電界効果トランジスタであるＭＯＳＦＥＴを相補形に設置され
たゲート構造のことである。
　カメラ４７が撮像した映像Ｓｃは、レコーダ４８に記録される。
【００２８】
　レコーダ４８は、カメラ４７に接続されており、カメラ４７の撮像を記録可能である。
　また、レコーダ４８は、カメラ４７が撮像中、常に録画する常時記録型の記録媒体であ
る。なお、レコーダ４８は、過去のデータを古い順に自動的に消すようにしてもよい。
　レコーダ４８が記録した映像Ｓｃは、自動発報部７５に出力される。監視センター８０
では、カメラ４７の映像Ｓｃまたはレコーダ４８が記録した映像Ｓｃがモニタ４９に表示
される。
【００２９】
　モニタ４９は、監視センター８０に設けられている。
　モニタ４９は、例えば、バックライトを有する液晶型、プラズマ表示型またはＯＥＬＤ
型のものが用いられる。ここで、ＯＥＬＤは、Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉ
ｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙの略で、有機化合物を用いた層状の構造体に電圧を掛
けると発光する現象を用いた表示装置である。
【００３０】
　異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐに基づき、人体１が「通常と異なる心身状態」であ
ると判定し、血中酸素濃度Ｌｂに基づき、人体１が「通常と異なる身体状態」であると判
定する。
　脈波変動ΔＷｐにおいて、予め設定されている下限値を変動下限値ΔＷｐ＿ｌｏｗとす
る。脈波変動ΔＷｐにおいて、予め設定されている３つの上限値を第１変動上限値ΔＷｐ
１＿ｕｐｐ、第２変動上限値ΔＷｐ２＿ｕｐｐおよび第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐと
する。
【００３１】
　第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐ、第２変動上限値ΔＷｐ２＿ｕｐｐおよび第３変動上
限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐは、以下関係式（１）を満たすように設定されている。第１変動上
限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐは、１０５％－４００％の範囲である。第２変動上限値ΔＷｐ２＿
ｕｐｐは、５００％－３０００％の範囲である。第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐは、３
０００％－６０００％の範囲である。
　ΔＷｐ１＿ｕｐｐ＜ΔＷｐ２＿ｕｐｐ＜ΔＷｐ３＿ｕｐｐ　　・・・（１）
【００３２】
　変動下限値ΔＷｐ＿ｌｏｗ、第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐおよび第２変動上限値Δ
Ｗｐ２＿ｕｐｐは、０．０Ｈｚ、０．２Ｈｚ、０．４Ｈｚ、０．６Ｈｚ、０．８Ｈｚ、１
．０Ｈｚ、１．２Ｈｚ、１．４Ｈｚの各周波数において設定されている。
　血中酸素濃度Ｌｂにおいて、予め設定されている下限値を濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗ［％
］とする。濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗは、９３－９５％に設定されていることが好ましい。
【００３３】
　異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが変動下限値ΔＷｐ＿ｌｏｗ未満であったとき、人
体１が「通常と異なる心身状態」であると判定する。または、異常判定部７０は、第１変
動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐを超えたとき、第２変動上限値ΔＷｐ２＿ｕｐｐを超えたとき
、または、第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐを超えたとき、人体１が「通常と異なる心身
状態」であると判定する。
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　さらに、異常判定部７０は、血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗ以下であると
き、人体１が「通常と異なる身体状態」であると判定する。
【００３４】
　また、異常判定部７０は、第１異常カウンタ７１、第２異常カウンタ７２、第３異常カ
ウンタ７３および第４異常カウンタ７４を有する。脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷ
ｐ１＿ｕｐｐを超えた回数を第１異常回数Ｃ１とする。脈波変動ΔＷｐが第２変動上限値
ΔＷｐ２＿ｕｐｐを超えた回数を第２異常回数Ｃ２とする。脈波変動ΔＷｐが第３変動上
限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐを超えた回数を第３異常回数Ｃ３とする。脈波変動ΔＷｐが変動下
限値ΔＷｐ＿ｌｏｗ未満となったときの回数を第４異常回数Ｃ４とする。
【００３５】
　第１異常カウンタ７１は、脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐを超えた
とき、第１異常回数Ｃ１に１回を加算する。また、第１異常カウンタ７１は、第１異常回
数Ｃ１をゼロにする、すなわち、第１異常回数Ｃ１をクリアすることもできる。
　第２異常カウンタ７２は、脈波変動ΔＷｐが第２変動上限値ΔＷｐ２＿ｕｐｐを超えた
とき、第２異常回数Ｃ２に１回を加算する。また、第２異常カウンタ７２は、第２異常回
数Ｃ２をゼロにする、すなわち、第２異常回数Ｃ２をクリアすることもできる。
【００３６】
　第３異常カウンタ７３は、脈波変動ΔＷｐが第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐを超えた
とき、第３異常回数Ｃ３に１回を加算する。また、第３異常カウンタ７３は、第３異常回
数Ｃ３をゼロにする、すなわち、第３異常回数Ｃ３をクリアすることもできる。
　第４異常カウンタ７４は、脈波変動ΔＷｐが変動下限値ΔＷｐ＿ｌｏｗ未満であったと
き、第４異常回数Ｃ４に１回を加算する。また、第４異常カウンタ７４は、第４異常回数
Ｃ４をゼロにする、すなわち、第４異常回数Ｃ４をクリアすることもできる。
【００３７】
　また、変動下限値ΔＷｐ＿ｌｏｗ、第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐ、第２変動上限値
ΔＷｐ２＿ｕｐｐおよび第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐは、各周波数に対して設定され
ている。
　人体１が男性の場合、変動下限値ΔＷｐ＿ｌｏｗおよび第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐ
ｐによる異常判定部７０の判定基準は、以下の条件１－４が好ましい。また、第１－第４
異常回数Ｃ１－Ｃ４による異常判定部７０の判定基準は、以下の条件５が好ましい。
【００３８】
　条件１：０．０～０．６Ｈｚの周波数帯域において、脈波変動ΔＷｐが３０％未満の周
波数帯域がある
　条件２：０．０～０．６Ｈｚの周波数帯域において、脈波変動ΔＷｐが１０５％を超え
る周波数帯域がある
　条件３：０．８～１．４Ｈｚの周波数帯域において、脈波変動ΔＷｐが１２０％を超え
る周波数帯域がある
　条件４：条件３では、通常情報Ｉｎにおいて、０．８Ｈｚの強度の平均値と１．０Ｈｚ
の強度の平均値とを比較したとき、平均値が小さいほうの周波数帯域に認められる
　条件５：条件１、条件２、条件３のいずれかが連続して５回以上続く
【００３９】
　人体１が女性の場合、変動下限値ΔＷｐ＿ｌｏｗおよび第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐ
ｐによる異常判定部７０の判定基準は、以下の条件６－８が好ましい。また、第１－第４
異常回数Ｃ１－Ｃ４による異常判定部７０の判定基準は、以下の条件９が好ましい。
【００４０】
　条件６：０．０～０．６Ｈｚの周波数帯域において、脈波変動ΔＷｐが４００％を超え
る周波数帯域がある
　条件７：０．８～１．４Ｈｚの周波数帯域において、脈波変動ΔＷｐが１２０％を超え
る周波数帯域がある
　条件８：条件７は、通常情報Ｉｎにおいて、０．８Ｈｚの強度の平均値と１．０Ｈｚの
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強度の平均値とを比較したとき、平均値が小さいほうの周波数帯域に認められる
　条件９：条件６、条件７のいずれかが連続して５回以上続く
【００４１】
　人体１が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であると異常判定
部７０が判定したとき、音検出部４５が人体１または人体１の外部から音を検出可能にな
る。
　また、人体１が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であると異
常判定部７０が判定したとき、発声部４６が音を発することが可能になる。
　さらに、人体１が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であると
異常判定部７０が判定したとき、レコーダ４８およびモニタ４９が起動する。
【００４２】
　自動発報部７５は、異常判定部７０と無線で電気的に接続されている。
　自動発報部７５は、人体１が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態
」であると異常判定部７０が判定したとき、自動通報または警報としての警報信号Ｓａを
監視センター８０に発する。
　また、自動発報部７５は、人体１が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身
体状態」であると異常判定部７０が判定したとき、音検出部４５から外部音Ｓｂを取得し
、レコーダ４８から記録した映像Ｓｃを取得する。
　自動発報部７５は、警報信号Ｓａとともに、外部音Ｓｂおよびレコーダ４８から記録し
た映像Ｓｃを監視センター８０に発する。
【００４３】
　さらに、自動発報部７５は、位置検出部４４から位置情報Ｉｐを取得し、位置情報Ｉｐ
を監視センター８０に発する。
　また、自動発報部７５は、位置情報Ｉｐを監視センター８０だけでなく、人体１が所有
する携帯電話等の携帯装置７６に位置情報Ｉｐを送信する。
　携帯装置７６は、位置情報Ｉｐを受信したとき、予め登録されている連絡先に電話また
はメールをするように、設定されている。
【００４４】
　監視センター８０では、警報信号Ｓａが確認される。また、監視センター８０では、カ
メラ４７による映像Ｓｃがモニタ４９により確認される。監視センター８０は、必要であ
れば、病院、消防署または警察署等に通報する。
　また、監視センター８０では、音検出部４５および発声部４６により人体１の状態を外
部音Ｓｂおよび発声音Ｓｍで確認できる。
　さらに、監視センター８０では、カメラ４７およびモニタ４９により人体１の状態を映
像Ｓｃで確認できる。人体１が他人に危害を加えられそうなとき、監視センター８０から
発声部４６を経由して、音声威嚇が実施される。
【００４５】
　自動通報装置１１の制御を図４－図１１のフローチャートを参照して説明する。フロー
チャートにおいて、「Ｓ」は、ステップを意味する。人体１の性別等の情報は、自動通報
装置１１に予め入力されており、処理を開始する。
【００４６】
　ステップ１０１において、信号検出部２０が検出した生体信号Ｓｈを検出する。
　ステップ１０２において、生体信号Ｓｈがノイズフィルタ３１、増幅アンプ回路３２、
脈波検出部３３、血中酸素濃度検出部３４およびＡＤ変換回路３５を経由する。
　生理情報検出部３０は、脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂを生体信号Ｓｈから抽出する
。
【００４７】
　ステップ１０３において、脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂが抽出され、アナログ信号
からデジタル信号に変換される。
　ステップ１０４において、デジタル信号に変換された脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂ
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が解析部４１に送信される。
【００４８】
　ステップ１０５において、解析部４１は、脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂを受信する
。
　ステップ１０６において、解析部４１は、サンプリング時間間隔で、脈波Ｗｐおよび血
中酸素濃度Ｌｂを蓄積する。
【００４９】
　ステップ１０７において、解析部４１は、脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂを蓄積した
か否かを確認する。フローチャート中において、ｎは、０または５の倍数である。
　解析部４１が１分間の脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂを蓄積したとき、処理は、ステ
ップ１０８に移行する。
　解析部４１が１分間の脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度Ｌｂを蓄積していないとき、処理は
、ステップ１０５に移行する。
【００５０】
　ステップ１０８において、解析部４１は、解析してから５秒経過したか否かを判定する
。
　解析時間が５秒経過していないと解析部４１が判定したとき、処理は、ステップ１０９
に移行する。
　解析時間が５秒経過したと解析部４１が判定したとき、処理は、ステップ１１０に移行
する。
【００５１】
　ステップ１０９において、解析部４１は、５ｍｓごとに、脈波Ｗｐおよび血中酸素濃度
Ｌｂを蓄積する。また、蓄積した時間を５ｍｓ加算する。解析してからの時間を５ｍｓ加
算する。蓄積した時間が１分、かつ、解析してからの時間が５秒経過するまで、解析部４
１は、ステップ１０５－１０９を繰り返す。
　ステップ１１０において、解析部４１は、解析時間をゼロにし、解析時間をクリアする
。
【００５２】
　ステップ１１１において、通常情報保存部４２は、通常情報Ｉｎを保存しているか否か
を判定する。
　通常情報Ｉｎが保存されていない場合、通常情報Ｉｎを演算するため、処理は、事前解
析に移行する。
　通常情報Ｉｎが保存されている場合、解析情報Ｉａを演算するため、処理は、通常解析
に移行する。
【００５３】
　図５を参照して、自動通報装置１１の事前解析について説明する。
　ステップ２０１において、解析部４１は、０．０Ｈｚ、０．２Ｈｚ、０．４Ｈｚ、０．
６Ｈｚ、０．８Ｈｚ、１．０Ｈｚ、１．２Ｈｚ、１．４Ｈｚの各周波数の強度を演算し、
解析情報Ｉａを演算する。
　ステップ２０２において、解析部４１は、解析情報Ｉａを通常情報保存部４２に出力す
る。
【００５４】
　ステップ２０３において、通常情報保存部４２は、５秒ごとにスライドした１分間の解
析情報Ｉａ、すなわち、１２セットの解析情報Ｉａを保存したか否かを判定する。
　通常情報保存部４２が５秒ごとにスライドした１分間の解析情報Ｉａを保存したとき、
処理は、ステップ２０４に移行する。
　通常情報保存部４２が５秒ごとにスライドした１分間の解析情報Ｉａを保存していない
とき、処理は、ステップ１０５に移行する。
【００５５】
　ステップ２０４において、通常情報保存部４２は、０．０Ｈｚ、０．２Ｈｚ、０．４Ｈ
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ｚ、０．６Ｈｚ、０．８Ｈｚ、１．０Ｈｚ、１．２Ｈｚ、１．４Ｈｚの各周波数の強度の
平均値および基準周波数を演算する。
　ステップ２０５において、通常情報保存部４２は、各周波数の強度の平均値および基準
周波数を通常情報Ｉｎとして保存する。
　ステップ２０６において、通常情報保存部４２は、監視解析を可能にする。処理は、ス
テップ１０５に移行する。
【００５６】
　図６を参照して、自動通報装置１１の監視解析について説明する。
　ステップ３０１において、解析部４１は、０．０Ｈｚ、０．２Ｈｚ、０．４Ｈｚ、０．
６Ｈｚ、０．８Ｈｚ、１．０Ｈｚ、１．２Ｈｚ、１．４Ｈｚの各周波数の強度を演算し、
解析情報Ｉａを演算する。
【００５７】
　ステップ３０２において、解析部４１は、解析情報Ｉａを脈波変動演算部４３に出力し
、血中酸素濃度Ｌｂを異常判定部７０に出力する。
　ステップ３０３において、通常情報保存部４２は、通常情報Ｉｎを脈波変動演算部４３
に出力する。
　ステップ３０４において、脈波変動演算部４３は、解析情報Ｉａおよび通常情報Ｉｎに
基づき、各周波数に対して脈波変動ΔＷｐを演算する。
　ステップ３０５において、脈波変動演算部４３は、脈波変動ΔＷｐを異常判定部７０に
出力する。
【００５８】
　ステップ３０６において、異常判定部７０は、人体１が男性と設定されているか否かを
判定する。
　人体１が男性と設定されていないとき、すなわち、人体１が女性と設定されているとき
、処理は、女性解析を移行する。
　人体１が男性と設定されているとき、処理は、男性解析を移行する。
【００５９】
　図７を参照して、自動通報装置１１の女性解析について説明する。
　ステップ４０１において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ
１＿ｕｐｐよりも大きいか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐよりも大きいとき、処理は、ステッ
プ４０２に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐ以下であるとき、処理は、ステップ
１０５に移行する。
【００６０】
　ステップ４０２において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ
１＿ｕｐｐよりも大きかった周波数帯が前回と同じ周波数帯であったか否かを判定する。
　前回と同じ周波数帯でなかったとき、処理は、ステップ４０３に移行する。
　前回と同じ周波数帯であったとき、処理は、ステップ４０５に移行する。
【００６１】
　ステップ４０３において、第１異常カウンタ７１は、第１異常回数Ｃ１をクリアする。
　ステップ４０４において、第４異常カウンタ７４は、第４異常回数Ｃ４をクリアする。
　ステップ４０５において、脈波変動ΔＷｐが第２変動上限値ΔＷｐ２＿ｕｐｐよりも大
きいか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが第２変動上限値ΔＷｐ２＿ｕｐｐよりも大きいとき、ステップ４０６
に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが第２変動上限値ΔＷｐ２＿ｕｐｐ以下であるとき、ステップ４０８に
移行する。
【００６２】
　ステップ４０６において、第２異常カウンタ７２は、第２異常回数Ｃ２に１を加算する
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。
　ステップ４０７において、異常判定部７０は、第２異常回数Ｃ２が５以上であるか否か
を判定する。
　第２異常回数Ｃ２が５以上であるとき、処理は、ステップ４０８に移行する。
　第２異常回数Ｃ２が５未満であるとき、処理は、ステップ４０９に移行する。
【００６３】
　ステップ４０８において、異常判定部７０は、血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌ
ｏｗ以下であるか否かを判定する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗ以下であるとき、処理は、自動発報処理に
移行する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗを超えているとき、処理は、ステップ４０
９に移行する。
　ステップ４０９において、第２異常カウンタ７２は、第２異常回数Ｃ２をクリアする。
【００６４】
　図８を参照して、自動通報装置１１の女性解析におけるステップ４１０以降について説
明する。
　ステップ４１０において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第１変動下限値ΔＷｐ
１＿ｌｏｗ未満であるか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動下限値ΔＷｐ１＿ｌｏｗ未満であるとき、処理は、ステップ
４１１に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動下限値ΔＷｐ１＿ｌｏｗ以上であるとき、処理は、ステップ
４０４に移行する。
【００６５】
　ステップ４１１において、第４異常カウンタ７４は、第４異常回数Ｃ４に１を加算する
。
　ステップ４１２において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第１変動下限値ΔＷｐ
１＿ｌｏｗ未満であるか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動下限値ΔＷｐ１＿ｌｏｗ未満であるとき、処理は、ステップ
４１３に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動下限値ΔＷｐ１＿ｌｏｗ以上であるとき、処理は、ステップ
４０４に移行する。
【００６６】
　ステップ４１３において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第１変動下限値ΔＷｐ
１＿ｌｏｗ未満であった周波数帯が前回と同じ周波数帯であったか否かを判定する。
　前回と同じ周波数帯でなかったとき、処理は、ステップ４０４に移行する。
　前回と同じ周波数帯であったとき、処理は、ステップ４１４に移行する。
【００６７】
　ステップ４１４において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第３変動上限値ΔＷｐ
３＿ｕｐｐより大きいか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐより大きいとき、処理は、ステップ
４１５に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐ以下であるとき、処理は、ステップ
４１８に移行する。
【００６８】
　ステップ４１５において、第３異常カウンタ７３は、第３異常回数Ｃ３に１を加算する
。
　ステップ４１６において、異常判定部７０は、第３異常回数Ｃ３が５以上であるか否か
を判定する。
　第３異常回数Ｃ３が５以上であるとき、処理は、ステップ４１７に移行する。
　第３異常回数Ｃ３が５未満であるとき、処理は、ステップ４１９に移行する。



(13) JP 2018-180715 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

【００６９】
　ステップ４１７において、異常判定部７０は、血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌ
ｏｗ以下であるか否かを判定する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗ以下であるとき、処理は、自動発報処理に
移行する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗを超えているとき、処理は、ステップ４１
９に移行する。
【００７０】
　ステップ４１８において、第３異常カウンタ７３は、第３異常回数Ｃ３をクリアする。
　ステップ４１９において、異常判定部７０は、第４異常回数Ｃ４が５以上であるか否か
を判定する。
　第４異常回数Ｃ４が５以上であるとき、処理は、ステップ４２０に移行する。
　第４異常回数Ｃ４が５未満であるとき、処理は、ステップ１０５に移行する。
【００７１】
　ステップ４２０において、異常判定部７０は、血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌ
ｏｗ以下であるか否かを判定する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗ以下であるとき、処理は、自動発報処理に
移行する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗを超えているとき、処理は、ステップ１０
５に移行する。
【００７２】
　図９を参照して、自動通報装置１１の男性解析について説明する。
　ステップ５０１において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ
１＿ｕｐｐよりも大きいか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐよりも大きいとき、処理は、ステッ
プ５０２に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐ以下であるとき、処理は、ステップ
１０５に移行する。
【００７３】
　ステップ５０２において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ
１＿ｕｐｐよりも大きかった周波数帯が前回と同じ周波数帯であったか否かを判定する。
　前回と同じ周波数帯でなかったとき、処理は、ステップ５０３に移行する。
　前回と同じ周波数帯であったとき、処理は、ステップ５０５に移行する。
【００７４】
　ステップ５０３において、第１異常カウンタ７１は、第１異常回数Ｃ１をクリアする。
　ステップ５０４において、第４異常カウンタ７４は、第４異常回数Ｃ４をクリアする。
　ステップ５０５において、脈波変動ΔＷｐが第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐよりも大
きいか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐよりも大きいとき、ステップ５０６
に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが第３変動上限値ΔＷｐ３＿ｕｐｐ以下であるとき、ステップ５０９に
移行する。
【００７５】
　ステップ５０６において、第３異常カウンタ７３は、第３異常回数Ｃ３に１を加算する
。
　ステップ５０７において、異常判定部７０は、第３異常回数Ｃ３が５以上であるか否か
を判定する。
　第３異常回数Ｃ３が５以上であるとき、処理は、ステップ５０８に移行する。
　第３異常回数Ｃ３が５未満であるとき、処理は、ステップ５０９に移行する。
【００７６】
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　ステップ５０８において、異常判定部７０は、血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌ
ｏｗ以下であるか否かを判定する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗ以下であるとき、処理は、自動発報処理に
移行する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗを超えているとき、処理は、ステップ５０
９に移行する。
　ステップ５０９において、第３異常カウンタ７３は、第３異常回数Ｃ３をクリアする。
【００７７】
　図１０を参照して、自動通報装置１１の男性解析のステップ５１０以降について説明す
る。
　ステップ５１０において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが変動下限値ΔＷｐ＿ｌ
ｏｗ未満であるか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが変動下限値ΔＷｐ＿ｌｏｗ未満であるとき、処理は、ステップ５１１
に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが変動下限値ΔＷｐ＿ｌｏｗ以上であるとき、処理は、ステップ５０４
に移行する。
【００７８】
　ステップ５１１において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが変動下限値ΔＷｐ＿ｌ
ｏｗ未満であった周波数帯が前回と同じ周波数帯であったか否かを判定する。
　前回と同じ周波数帯でなかったとき、処理は、ステップ５０４に移行する。
　前回と同じ周波数帯であったとき、処理は、ステップ５１２に移行する。
　ステップ５１２において、第４異常カウンタ７４は、第４異常回数Ｃ４に１を加算する
。
【００７９】
　ステップ５１３において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ
１＿ｕｐｐより大きいか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐより大きいとき、処理は、ステップ
５１４に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ１＿ｕｐｐ以下であるとき、処理は、ステップ
５０４に移行する。
【００８０】
　ステップ５１４において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第１変動上限値ΔＷｐ
１＿ｕｐｐより大きかった周波数帯が前回と同じ周波数帯であったか否かを判定する。
　前回と同じ周波数帯でなかったとき、処理は、ステップ５０４に移行する。
　前回と同じ周波数帯であったとき、処理は、ステップ５１５に移行する。
【００８１】
　ステップ５１５において、異常判定部７０は、脈波変動ΔＷｐが第２変動上限値ΔＷｐ
２＿ｕｐｐより大きいか否かを判定する。
　脈波変動ΔＷｐが第２変動上限値ΔＷｐ２＿ｕｐｐより大きいとき、処理は、ステップ
５１６に移行する。
　脈波変動ΔＷｐが第２変動上限値ΔＷｐ２＿ｕｐｐ以下であるとき、処理は、ステップ
５１９に移行する。
【００８２】
　ステップ５１６において、第２異常カウンタ７２は、第２異常回数Ｃ２に１を加算する
。
　ステップ５１７において、異常判定部７０は、第２異常回数Ｃ２が５以上であるか否か
を判定する。
　第２異常回数Ｃ２が５以上であるとき、処理は、ステップ５１８に移行する。
　第２異常回数Ｃ２が５未満であるとき、処理は、ステップ５２０に移行する。
【００８３】
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　ステップ５１８において、異常判定部７０は、血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌ
ｏｗ以下であるか否かを判定する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗ以下であるとき、人体１が「通常と異なる
身体状態」であると判定し、処理は、自動発報処理に移行する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗを超えているとき、処理は、ステップ５２
０に移行する。
【００８４】
　ステップ５１９において、第２異常カウンタ７２は、第２異常回数Ｃ２をクリアする。
　ステップ５２０において、異常判定部７０は、第４異常回数Ｃ４が５以上であるか否か
を判定する。
　第４異常回数Ｃ４が５以上であるとき、処理は、ステップ５２１に移行する。
　第４異常回数Ｃ４が５未満であるとき、処理は、ステップ１０５に移行する。
【００８５】
　ステップ５２１において、異常判定部７０は、血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌ
ｏｗ以下であるか否かを判定する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗ以下であるとき、処理は、自動発報処理に
移行する。
　血中酸素濃度Ｌｂが濃度下限値Ｌｂ＿ｌｏｗを超えているとき、処理は、ステップ１０
５に移行する。
【００８６】
　図１１を参照して、自動通報装置１１の自動発報処理について説明する。
　ステップ６０１において、音検出部４５が起動し、監視センター８０は、外部音Ｓｂを
受信可能になる。また、発声部４６が起動し、監視センター８０は、発声音Ｓｍを人体１
に送信可能になる。
　ステップ６０２において、レコーダ４８およびモニタ４９が起動し、監視センター８０
は、モニタ４９でカメラ４７による映像Ｓｃを確認できる。
【００８７】
　ステップ６０３において、自動発報部７５は、位置検出部４４から位置情報Ｉｐを取得
する。また、自動発報部７５は、音検出部４５から外部音Ｓｂを取得する。さらに、自動
発報部７５は、レコーダ４８から映像Ｓｃを取得する。
　ステップ６０４において、自動発報部７５は、警報信号Ｓａ、位置情報Ｉｐ、外部音Ｓ
ｂおよび映像Ｓｃを監視センター８０に発報する。
【００８８】
　ステップ６０５において、位置検出部４４が携帯装置７６に位置情報Ｉｐを送信する。
　ステップ６０６において、携帯装置７６は、位置情報Ｉｐを受信し、予め登録されてい
る連絡先に電話またはメールを自動送信する。
　ステップ６０７において、異常判定部７０は、自動通報が解除されたか否かを判定する
。
　自動通報が解除されたとき、処理は、終了する。
　自動通報が解除されていないとき、処理は、ステップ６０１に移行する。
【００８９】
　（効果）
［１］自動通報装置１１の異常判定部７０は、脈波Ｗｐだけでなく、血中酸素濃度Ｌｂに
基づき、人体１の状態を判定する。これにより、異常判定部７０は、人体１の心理状態を
判定するだけでなく、人体１の身体状態も判定する。心理状態および身体状態の両方に基
づくため、恐怖映画を見たり、他人から驚かされたりする等の日常生活での心理の変化ま
たは瞬間的な心理の変化による誤報がなくなる。また、過度な運動または持病による呼吸
数が２４回／以上であり、１回の換気量が減る状態を示す頻呼吸等による通報するまでも
ない身体状態または瞬間的な身体状態で誤報することがなくなる。したがって、人体１が
置かれている状況に影響をうけず、誤報をなくし、自動通報装置１１は、自動で通報可能
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である。
【００９０】
［２］自動発報部７５は、警報信号Ｓａだけでなく位置検出部４４が検出した位置情報Ｉ
ｐを監視センター８０に発する。位置情報Ｉｐにより、監視センター８０が病院、消防署
または警察署に連絡したとき、病院、消防署または警察署は、人体１を救助に行くとき、
迅速な対応が可能になる。
【００９１】
［３］通常の場合、病院、消防署または警察署に通報するとき、人はためらうことがある
。自動通報装置１１は、音検出部４５により外部音Ｓｂが検出可能である。また、自動通
報装置１１は、カメラ４７により人体１の状況を確認できる。これにより、万が一、監視
センター８０に誤報があったとしても、人体１の状況を監視センター８０が確認できる。
このため、人体１と監視センター８０との間で、自動通報装置１１は、人体１に置かれて
いる状況を解決でき、病院、消防署または警察署に誤報することがなくなる。
【００９２】
［４］発声部４６により監視センター８０から人体１に発声音Ｓｍを発することができる
。これにより、人体１が他人に危害を加えられそうなとき、音声威嚇をすることができる
。このため、自動通報装置１１は、人体１への危害を防止し、人体１の安全を確保できる
。
【００９３】
　（第２実施形態）
　第２実施形態では、カメラの形態を除き、第１実施形態と同様である。
　図１２に示すように、第２実施形態の自動通報装置１２のカメラ１４７は、画像認識部
１４８をさらに有する。
【００９４】
　画像認識部１４８は、カメラ１４７が撮像した人体１の動作を画像として認識可能であ
る。特に、画像認識部１４８は、人体１の腕４および手６を認識する。
　画像認識部１４８は、フィルタ等を介してカメラ１４７による映像Ｓｃのノイズを除去
し、画像処理を行う。画像処理した映像Ｓｃを解析する。
【００９５】
　図１３に示すように、画像認識部１４８は、両方の腕４が上げられ、両方の手６の指２
が開いた画像を認識したとき、画像信号Ｓｉを異常判定部７０に出力する。なお、両方の
腕４が上げられているとき、人体１の肩７が上がっている。また、指２が開いているとき
、指２の表面が視認できる。
【００９６】
　異常判定部７０は、人体１の動作に基づき、人体１が「通常と異なる心身状態」である
と判定する。異常判定部７０は、画像信号Ｓｉを取得したとき、人体１が「通常と異なる
心身状態」または「通常と異なる身体状態」と判定する。このとき、自動発報部７５は、
警報信号Ｓａを監視センター８０に発する。また、自動発報部７５は、位置情報Ｉｐ、外
部音Ｓｂおよび映像Ｓｃを監視センター８０に発する。
　第２実施形態においても、第１実施形態と同様の効果を奏する。さらに、第２実施形態
では、人体１の動きを予め設定することによって、異常判定部７０が人体１を「通常と異
なる心身状態」または「通常と異なる身体状態」であると判定する信頼性が向上する。
【００９７】
　（他の実施形態）
［ｉ］信号検出部は、人体の足の指に設けられてもよい。
［ｉｉ］上述した実施形態では、生体信号検出手段の抽出した生理データをパワースペク
トル密度解析としてフーリエ変換をすることで、特定の周波数成分に含まれている解析し
ている。種々の解析方法により、特定の周波数成分に含まれている解析データを得ること
が可能である。解析方法として、例えば、ＦＦＴ、ＭＥＭ、ＡＲモデル、ＡＲＭＡモデル
、ＳＴＦＴ、ウェーブレット変換、ウィグナー分布等の周波数解析が用いられてもよい。
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【００９８】
［ｉｉｉ］ＦＦＴは、Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍの略であり、高速
フーリエ変換である。ＭＥＭは、Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｅｎｔｒｏｐｙ　Ｍｅｔｈｏｄの略で
あり、最大エントロピー法である。ＡＲは、Ａｕｔｏ　Ｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅの略であり
、自己回帰である。ＡＲＭＡは、Ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ　Ｍｏｖｉｎｇ　Ａｖｅ
ｒａｇｅ　Ｍｏｄｅｌの略であり、自己回帰移動平均である。ＳＴＦＴは、Ｓｈｏｒｔ　
Ｔｉｍｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍの略であり、短時間フーリエ変換である
。
【００９９】
［ｉｖ］音検出部は、コンデンサ型に限らず、ムービングコイル型、リボン型、圧電型ま
たはレーザ型であってもよい。
　以上、本発明はこのような実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しな
い範囲において、種々の形態で実施することができる。
【符号の説明】
【０１００】
　　１　・・・人体、
　２０　・・・信号検出部、
　３０　・・・生理情報検出部、
　４１　・・・解析部、
　４２　・・・通常情報保存部、
　４３　・・・脈波変動演算部、
　７０　・・・異常判定部
　７５　・・・自動発報部。

【図１】 【図２】



(18) JP 2018-180715 A 2018.11.15

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月23日(2017.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を用いて、人体（１）の生体信号を検出する信号検出部（２０）と、
　前記信号検出部が検出した生体信号から前記人体の脈波および前記人体の血中酸素濃度
からなる生理情報を抽出する生理情報検出部（３０）と、
　前記生理情報検出部が抽出した生理情報を解析する解析部（４１）と、
　前記人体が通常状態にあるときに、前記解析部が生理情報を解析した通常情報を保存す
る通常情報保存部（４２）と、
　前記生理情報検出部が抽出した生理情報を前記解析部が所定の時間間隔で解析した解析
情報と前記通常情報とを比較して脈波の変動を演算する脈波変動演算部（４３）と、
　前記脈波の変動において、各周波数に対して予め設定されている下限値を変動下限値（
ΔＷｐ＿ｌｏｗ）とし、各周波数に対して予め設定されている３つの上限値のうちの１つ
を第１変動上限値（ΔＷｐ１＿ｕｐｐ）とし、前記第１変動上限値よりも高く設定されて
いる上限値を第２変動上限値（ΔＷｐ２＿ｕｐｐ）とし、前記第２変動上限値よりも高く
設定されている上限値を第３変動上限値（ΔＷｐ３＿ｕｐｐ）とすると、
　少なくとも１つの周波数に対して、前記変動下限値、前記第１変動上限値、前記第２変
動上限値および前記第３変動上限値に基づき、前記人体が「通常と異なる心身状態」であ
ると判定し、
　前記血中酸素濃度に基づき、前記人体が「通常と異なる身体状態」であることを判定す
る異常判定部（７０）と、
　前記人体が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であることを前
記異常判定部が判定したとき、自動通報または警報を発する自動発報部（７５）と、
　を備える自動通報装置。
【請求項２】
　前記異常判定部は、
　少なくとも１つの周波数に対して前記脈波の変動が前記第１変動上限値を超えて、少な
くとも１つの周波数に対して前記脈波の変動が前記第２変動上限値を超えたとき、
　少なくとも１つの周波数に対して前記脈波の変動が前記第１変動上限値を超えて、少な
くとも１つの周波数に対して前記脈波の変動が前記第３変動上限値を超えたとき、
　少なくとも１つの周波数に対して前記脈波の変動が前記変動下限値未満となって、少な
くとも１つの周波数に対して前記脈波の変動が前記第２変動上限値を超えたとき、または
、
　少なくとも１つの周波数に対して前記脈波の変動が前記変動下限値未満となって、少な
くとも１つの周波数に対して前記脈波の変動が前記第３変動上限値を超えたとき、前記人
体が「通常と異なる心身状態」であると判定する請求項１に記載の自動通報装置。
【請求項３】
　前記異常判定部は、
　前記脈波の変動が前記第１変動上限値を超えたとき、前記脈波の変動が前記第１変動上
限値を超えた回数である第１異常回数を加算する第１異常カウンタ（７１）と、
　前記脈波の変動が前記第２変動上限値を超えたとき、前記脈波の変動が前記第２変動上
限値を超えた回数である第２異常回数を加算する第２異常カウンタ（７２）と、
　前記脈波の変動が前記第３変動上限値を超えたとき、前記脈波の変動が前記第３変動上
限値を超えた回数である第３異常回数を加算する第３異常カウンタ（７３）と、
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　前記脈波の変動が前記変動下限値未満であったとき、前記脈波の変動が前記変動下限値
未満であった回数である第４異常回数を加算する第４異常カウンタ（７４）と、
　を有し、
　前記第１異常カウンタ、前記第２異常カウンタ、前記第３異常カウンタまたは前記第４
異常カウンタが所定の回数を超えたとき、前記人体が「通常と異なる心身状態」であると
判定する請求項１または２に記載の自動通報装置。
【請求項４】
　前記人体の位置情報を取得する位置検出部（４４）をさらに備え、
　前記自動発報部は、通報または警報とともに前記位置情報を発する請求項１から３のい
ずれか一項に記載の自動通報装置。
【請求項５】
　前記人体が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であると前記異
常判定部が判定したとき、前記人体または前記人体の外部から音を検出する音検出部（４
５）と、
　前記人体が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であると前記異
常判定部が判定したとき、前記人体に向かって、音を発する発声部（４６）と、
　をさらに備える請求項１から４のいずれか一項に記載の自動通報装置。
【請求項６】
　前記人体を撮像するカメラ（４７、１４７）と、
　前記カメラが撮像した映像を表示するモニタ（４８）と、
　をさらに備える請求項１から５のいずれか一項に記載の自動通報装置。
【請求項７】
　前記カメラが撮像した前記人体の動作に基づき、前記異常判定部は、前記人体が「通常
と異なる心身状態」であると判定する請求項６に記載の自動通報装置。
【請求項８】
　前記信号検出部は、前記人体の胸部または前記人体の腕に設けられる請求項１から７の
いずれか一項に記載の自動通報装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　解析部は、生理情報検出部が抽出した生理情報を解析する。
　通常情報保存部は、人体が通常状態にあるときに、解析部が生理情報を解析した通常情
報を保存する。
　脈波変動演算部は、生理情報検出部が抽出した生理情報を解析部が所定の時間間隔で解
析した解析情報と通常情報とを比較して脈波の変動を演算する。
　異常判定部は、
　脈波の変動において、少なくとも１つの周波数に対して予め設定されている下限値を変
動下限値（ΔＷｐ＿ｌｏｗ）とする。少なくとも１つの周波数に対して予め設定されてい
る３つの上限値のうちの１つを第１変動上限値（ΔＷｐ１＿ｕｐｐ）とする。第１変動上
限値よりも高く設定されている上限値を第２変動上限値（ΔＷｐ２＿ｕｐｐ）とする。第
２変動上限値よりも高く設定されている上限値を第３変動上限値（ΔＷｐ３＿ｕｐｐ）と
する。
　少なくとも１つの周波数に対して、変動下限値、第１変動上限値、第２変動上限値およ
び第３変動上限値に基づき、人体が「通常と異なる心身状態」であることを判定し、血中
酸素濃度に基づき、人体が「通常と異なる身体状態」であることを判定する。
　自動発報部は、人体が「通常と異なる心身状態」および「通常と異なる身体状態」であ
ることを異常判定部が判定したとき、自動通報または警報を発する。
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种自动报告设备，能够自动报告而不会丢失误
报，而不会受到人体放置的影响。基于脉搏波波动.DELTA.Wp的异常判
定单元70，判定人体是“不寻常心身状态”的基础上，血液中的氧水平Lb
时，对人体“异常的身体状况”这决定了它是。当异常确定单元70确定人体
是“与正常不同的身心状态”和“与正常不同的身体状态”时，自动通知单元
75发出自动报告或警报。异常确定单元70不仅确定人体的心理状态，还
确定人体的身体状况。由于它是基于心理状态和身体状况，因日常生活
中的心理变化引起的误报消失。此外，如果您因为过度运动或健康状况
而无需报告身体状况，则不会歪曲自己。
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